
気候関連情報・サステナビリティ情報開示に関するグローバル動向

IFRS財団： IFRSサステナビリティ基準の策定
• 2021年11月にISSB設置とプロトタイプ公表
• 2022年3月末に公開草案の公表
• 2022年中に第１弾（全般要求事項＋気候開示基準）の策定完了
• 気候以外のテーマについては、順次検討開始（アジェンダ・コンサルテーション実施予定）

欧州（EU)： CSRD（企業サステナビリティ報告指令）を提案
• サステナブル・ファイナンス推進の観点から、非財務情報開示について制度整備
• EFRAGから欧州版サステナビリティ基準の提案
• 欧州理事会と欧州議会の暫定合意（2022年6月）→域外企業への影響、第三者保証（認定された監査人・保証提供者）

米国： SECが気候関連開示の高度化と基準化を提案
• SEC提出書類における気候関連情報（ガバナンス、リスク、財務的影響、GHG排出量情報等）の開示を要請
• 温室効果ガス情報について独立した証明(Attestation)を要請

日本： 制度議論、国内基準整備に向けて進展

• 2021年コーポレートガバナンス・コード改正によりサステナビリティ情報の開示要請。プライム市場上場企業には、TCFD
提言等にもとづく気候開示を要請

• FASF（財務会計基準機構）にSSBJ（サステナビリティ基準委員会）を設置
• 金融庁において、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示に関する要請追加 1

グローバル基準設定と

各法域における制度化・基準設定が並行して進展



開示情報の決定に関するアプローチ（重要性）

2

重大な（significant）サステナビリティ関連のリスク・機会
を識別（51、52項）

テーマ別IFRS サステナビリティ開示基準
（68産業の業種別トピック・指標を含む）

産業別の SASB スタンダードにおける
開示トピック

ISSB の強制力のないガイダンス
（CDSBガイダンス等など）

他の基準設定主体による直近の公表文書

同じ産業・地域に属する企業
の識別したリスク・機会

参照

考慮

重要性がある（material）サステナビリティ関連財務情報
を開示（50項）

重要性評価のクライテリア：情報利用者の意思決定に影響を及ぼす可能性

ISSBサステナビリティ開示基準案
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Short Mid Long term

将来キャッシュフロー

報告期間

資産・売上
- 気候リスクに脆弱な事業
- 機会に対応 [21]

気候変動の財務的影響[14]すでに影響[14]

内部炭素価格 [21]

GHG 排出量[21,23]
&

レジリエンス評価／シナリオ分析[15]

目標設定 [13,23]

ビジネスモデル
[13]

重大なリスク・機会 [9-12]

ビジネスモデル
[13]

戦略 [13] 
（資源配分、資本調達、移行計画）

企業価値

ガバナンス [4-6] ・ リスク管理 [16-18]

財務諸表

各種指標
[21, Appendix B]

財務報告と結合性を担保した気候開示
※[数値]ISSB サステナビリティ基準S2 草案における項

資本コスト

開示トピック

不確実性

ISSBサステナビリティ開示基準案


